
URL http://www.sanyokawara.jp/ E-mail：sykawara@mx3.kct.ne.jp

本社：倉敷市中島2360-20

悪質な訪問販売から、消費者を守るための「クーリングオフ」制度

契約書を受け取った⽇から８⽇以内なら契約の解除が出来ますが、「契約書に押

印」すると「解約できない」イメージがありませんか？

ところがトラブルになるのは「⼝約束」なのです！

良い業者と悪い業者を⾒分けるための⽅法は

「契約書にクーリングオフについて⾚字で記載されている」ことなのです！

契約書約款



おはようございま

す。

・・・・・・・・・

養生無
ちらかっている

ノーヘル

安全帯未着用

くわえタバコ

足場無

足場有

迷惑駐車

汚れ

ヘルメット着用

安全帯着用

養生有
片付いている

所定場所への駐車

清掃された
前面道路

ごくろうさ

ごくろうさ

粉塵対策


